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障がい者差別の事例に関する調査の参考事例について 

 

１ 障がい者差別禁止法制の検討時における具体例の整理 

  障がい者差別の禁止法制については、平成 22 年から平成 24 年にかけて、

政府に設置された障がい者制度改革推進会議差別禁止部会・障害者政策委員

会差別禁止部会（内閣府）1での検討が行われ、平成 24 年 9 月 14 日に、差別

禁止部会の意見が取りまとめられた（意見の概要は、資料 2-2）。 

  政府の差別禁止部会では、「障害者に対する障害を理由とする差別事例等の

調査」（平成 21 年 3 月内閣府委託調査）を基に、10 分野における差別の具体的

内容などを整理している（整理された具体例は、資料 2-3）。 

 

２ 差別の事例・合理的配慮の提供の事例について 

  内閣府は、ホームページ上において、「合理的配慮等具体例データ集（合理

的配慮サーチ）」を掲載し、合理的配慮等の具体的な事例を紹介している。 

  【ホームページ】 

   http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html 
 

  同データ集では、内閣府が都道府県・市町村から収集した情報を基に、「合

理的配慮の提供等事例集」（平成 29年 4月）を掲載しているほか、都道府県・

市町村が行った調査やガイドラインなどを参考事例として掲載している。 

 

３ 障がい者差別の事例調査の参考例 

  ２の内閣府のデータ集に掲載されている調査事例のうち、都道府県が行っ

たものの例として、山梨県が行ったもの（障害のある人への差別に関するア

ンケート結果）がある。 
 

 【調査の特徴】 

  ①平成 26 年 11 月に取りまとめられたもので、内閣府のデータ集に掲載さ

れている都道府県の調査事例としては最も新しい（障害者差別解消法の

制定後に行われている）。 

  ②条例の改正（山梨県障害者幸住条例の改正）を進める上での基礎資料と

するために実施されたものである。 

 

  調査で得られた差別の事例や障がい当事者の思いについては、資料 2-4 の

とおり。 

                                                   
1 政府では、平成 21年 12月に「障がい者制度改革推進本部」が設置され、障がい者差別の

禁止法制については、同本部に置かれた「障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」で平

成 22年 11月 22日から平成 24年 7月 13日まで検討された。その後、新たに障害者政策委

員会が設置されたことに伴い、同委員会の下に差別禁止部会が置かれ、平成 24年 7月 27

日から平成 24年 9月 14日まで検討が行われた。 

資料２－１ 
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差別禁止部会の意見で示された差別の具体的な事例 
 

「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」について 

の差別禁止部会の意見（平成 24年 9月 14日）より抜粋 
 

分野 差別の具体的な事例 

(1)公共的施

設・交通機

関 

公共的施設 

【利用拒否】 

①障害を理由として宿泊を断られる。 

②知的障害者というだけで公営プールを利用でき

ない。 

【障壁等によるもの】 

①段差や階段、エレベーターの使用時間規制 

②障害者に使えないトイレしかない。 

【案内等の不備】 

①施設利用のために必要なアナウンス情報や案内

表示板が障害者に分からない。 

②施設案内に障害者の利用に関する情報が載せら

れていないため、利用の機会を逸する。 

交通機関 

【利用拒否】 

①車いす利用者だからといってタクシーの乗車を

拒否される。 

②ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車い

すは安全でない又は場所を取るという理由で鉄

道利用を断られる。 

【障壁等によるもの】 

①一般よりも早い事前の利用申込み 

②一般にはないプライバシーに関わる個人情報の

開示を求められる。 

③プラットホームと電車のステップの間隔が広

い、高低差があるなど合理的配慮がなされてい

ない場合 

【案内等の不備】 

・交通機関の利用のために必要な駅や空港のアナ

ウンスによる運行状況の情報や行き先等の案内

表示板が障害者に分からない。 

（2）情報・コミュニケーシ

ョン 

①情報について、点字文書、音声、振り仮名の付

与等の障害特性に配慮した形の情報提供がな

い。 

②緊急地震速報や避難・被害に係る災害時の緊急

情報等が障害特性に配慮されずに提供される。 

資料２－３ 
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分野 差別の具体的な事例 

(3) 商品・役務・不動産 

①知的障害者が一人で買い物に行った場合に「親

を連れて来ないと売れません」といって日用品

の売買を拒否する。 

②視覚障害者が商品の内容を識別できるような点

字表示がない。 

（4）医療 

①障害があるだけで診察を拒否される。 

②診察に当たって介助者や保護者の付添いを求め

られる。 

③手話通訳者の同席を認めない 

④障害特性に配慮した十分な説明に基づく同意が

ないままに治療されたり、入院させられたりす

る。 

（5）教育 

【入学の拒否・条件の付与】 

①障害があるため、地域の小学校への入学が認め

られない。 

②保護者が一日中教室に付き添わなければ入学を

認めないとされた。 

③他の児童生徒に介助を求めない等の確認書に捺

印しなければ就学通知を出さないとされた。 

【授業や学校行事への参加制限】 

①障害を理由として、希望しない特別支援学級に

籍を置かれた。 

②プールに他の児童・生徒と一緒に入れない、調

理実習・運動会は見学するだけなど、特定の授

業に参加できない。 

③遠足・修学旅行に保護者が同行しないと参加で

きない（参加できたとしても、見学コースに一

緒に行けない）。 

（6）雇用 

①障害者は障害があるというだけで採用されな

い。 

②給料が他の従業員より少ない・昇進できない。 

③退職を強要される等の扱いを受ける。 

（7）国家資格等 

○試験の方法や態様が障害特性を考慮していない

（点字受験がないなど）。 
 
※なお、受験資格における欠格事由も検討対象となり、

障害やこれに関連する事由が欠格事由とされている

場合の正当性が議論された。 



7 
 

分野 差別の具体的な事例 

（8）家族形成 

【婚姻（婚姻の解消も含む。）】 

①「障害者と結婚すると不幸になる」、「家族に障

害者は欲しくない」などと結婚に反対される。 

②結婚相談所の入会を拒否される。 

【妊娠・出産】 

①本人が望まない、あるいは本人に意味を理解さ

せないまま、優生保護法の下で優生手術をされ

た。 

②「障害者なのに子どもを産む気なのか」と医療

従事者に言われ、出産を断られる、堕胎を勧め

られる。 

③聴覚障害のため、コミュニケーションがとれな

いということを理由として本人の望む出産方法

を断られる。 

【養育】 

①障害者本人には育児はできないと医療関係者や

保健師が判断し、子育てに関する適切な情報が

提供されない。 

②子どもの予防接種、健康診断、両親学級、育児

相談等に際し、障害特性に配慮されていないた

め会場を利用できない。 

③子どもが病気になった場合、病院の入口の段差

等のため物理的に診察室まで行けない。 

④教育上、障害のある保護者が障害のない保護者

と同様の役割を果たすために必要な対応や配慮

がない。 

【親権】 

○親に育児能力がないとして、出産直後に子ども

を乳児院等に入れられるなど、適切な支援もな

いまま親子分離がなされる。 

（次頁に続く） 
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分野 差別の具体的な事例 

（9）政治参加（選挙等） 

①点字・音声による選挙公報等の発行が、十分にな

されていない。 

②ハガキによる投票整理券や投票用紙等に漢字が

使われており、知的障害のある人等に分からな

い。 

③投票所まで又は投票所内の移動や情報に係るア

クセスが困難である。 

④入院・入所中や寝たきりで投票所に行けない障害

者の投票の機会が不十分である。 

（10）司法手

続 

捜査段階 

○障害特性が考慮されない取調べが行われる場合

として、次のような可能性を指摘 

①取調べにおいて、手話通訳者が立ち会わず、筆談

等では事情が飲み込めないまま取調べが進行す

る。 

②視覚障害者が、調書の朗読を受けても、書面どお

りに朗読されているのかどうかを確認できない。 

③相手方に対する迎合的な性格が強い知的障害者

が、質問の内容や意味を理解できないまま、うな

ずいたり、ハイと答えたりしてしまう。 

公判段階 

○配慮を要する事項の例から、次のような可能性が

抽出される。 

①聴覚障害者が、手話通訳によっても、擬声音の表

現、過去の仮定、抽象的な概念を理解することが

できない。 

②視覚障害者が、図面を示したり、証拠物の形状を

示したりしながら行われる尋問に答えられない。 

③発達障害者が、反省する気持ちをうまく表現する

ことができず、裁判の過程での振る舞いがあたか

も「反省していない」ように受け取られる。 

※差別禁止部会では、合理的配慮の不提供も「差別」として整理しているため、

合理的配慮の不提供の事例も含まれている。 

 



○障がい者差別に関する事例調査の参考例（山梨県）

視覚障がい 聴覚・平衡感覚障がい

①公共施設・公共交通機関
点字ブロックの整備や公共施設
の入り口にチャイムがないとこ
ろがある。

電車のアナウンスが聞こえず、
事故等の遅れなどの状況が分か
らず、不安になる。

②情報提供・意思表示の受領
文字ポイントの小さい文字やピ
ンク・薄い緑色の文字が分から
ない。

手話通訳者がいないので、内容
が分からない。

③商品の販売・サービスの提供
スポーツ施設を利用しようとす
ると断られる。

市役所の窓口に手話通訳者がお
らず、話が通じない。

④医療の提供
処方された薬の袋の素材が同じ
なので、食前・食後等が手触り
で分からない。

手招きや筆談などの配慮をして
くれない。

⑤教育の提供

⑥労働及び雇用の促進
筆談をお願いしますと言った
ら、上司がイヤな顔をしてい
た。

⑦福祉サービスの提供
介護についてケアマネージャー
に相談してもなかなか対応して
くれなかった。

⑧不動産の取引

⑨地域・家族関係

夜間の単独歩行は全く不可能な
状態であったにもかかわらず、
民生委員が「夜で良いから私の
家に来てくれ」と言った。

地元の組の会議などの話の内容
が分からない。

⑩その他の事項
民家の植え込みや商店の看板に
頭をぶつけたことがある。

インターネットで切符を購入す
る仕組みがあるが、パソコンが
できない人もいる。

差別の具体的な事例・当事者の思い

※1 山梨県が取りまとめたアンケート調査結果（平成26年11月）より抜粋

※2 主な意見として掲載されたものから抜粋したため、障がい類型によっては、差別事例等が掲載されていない場合がある。

資料２－４ 
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○障がい者差別に関する事例調査の参考例（山梨県）

音声・言語・そしゃく機能障がい 肢体不自由

①公共施設・公共交通機関
障がい者用駐車場が狭い・数が
少ない。

②情報提供・意思表示の受領

イベントなどの申込み・お知ら
せに、エレベーターや身障者用
トイレの有無が記載されていな
い。

③商品の販売・サービスの提供
食道発声のため、好奇な目で見
られる、変人に見られる。

知的障害がないのに、幼稚な言
葉で対応される。

④医療の提供
病院等で車いすなどの人たちの
居場所がなく、待ち時間も長
い。

⑤教育の提供

①エレベーターがない、段差が
多いなどバリアフリーでない所
が多い。
②本人及び家族の希望の学校に
行けなかった。

⑥労働及び雇用の促進
仕事のことでつまづいたときに
話せる相談できる人が就職場で
いてほしい。

⑦福祉サービスの提供

手が不自由で同行したヘルパー
に筆談をお願いするが、ヘル
パーの仕事ではないと断られた
ことがある。

⑧不動産の取引
車いすだと、物件を賃借しにく
い場合がある。

⑨地域・家族関係
地元から遠い学校へ行かなけれ
ばならなかったため、地域に知
り合いや友達がいない。

⑩その他の事項

差別の具体的な事例・当事者の思い

※1 山梨県が取りまとめたアンケート調査結果（平成26年11月）より抜粋

※2 主な意見として掲載されたものから抜粋したため、障がい類型によっては、差別事例等が掲載されていない場合がある。
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○障がい者差別に関する事例調査の参考例（山梨県）

内部機能障がい 知的障がい

①公共施設・公共交通機関
タクシー利用時に障がい者割引が
使えたり使えなかったりした。

②情報提供・意思表示の受領

何でもホームページに詳しくある
という説明は、パソコンをやって
いない障がい者への配慮に欠け
る。

役場からの通知が難しく、内容が
分からない。

③商品の販売・サービスの提供
外税表示の商品をいくらで購入で
きるかが分かりづらい。

④医療の提供

⑤教育の提供

①言葉が出ないので、いじめられ
る。
②学校の教師からバカとか、イヤ
ならやめろとか言われ、ショック
がかなり強く、学校をやめようと
思ったときがあった。

⑥労働及び雇用の促進
夜間透析に通っていたが、時間を
制約され、肉体労働を伴う仕事に
就くことも要求された。

①知的障がいのため、いじめられ
る。
②物を投げられたり、バカは所詮
バカだからといっていつも扱われ
た。

⑦福祉サービスの提供
支援学校に通う子どもたちは住ん
でいる近くに学童保育がない。

⑧不動産の取引
一人暮らしのためのグループホー
ムやサテライト（シェアハウス）
がない。

⑨地域・家族関係 家族が冷たくなった。
地域の行事に障がいを持つ子が行
きたがらないと、親も一人で置い
ておけず、参加できない。

⑩その他の事項
病気になったときに支援を受けら
れるか不安である。

差別の具体的な事例・当事者の思い

※1 山梨県が取りまとめたアンケート調査結果（平成26年11月）より抜粋

※2 主な意見として掲載されたものから抜粋したため、障がい類型によっては、差別事例等が掲載されていない場合がある。
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○障がい者差別に関する事例調査の参考例（山梨県）

精神障がい 発達障がい・自閉症・高次脳機能障がい

①公共施設・公共交通機関
職員の差別的言動や態度がかなり
あった。

言葉での説明が十分ではないの
で、意味内容をじっくり聞かない
と何を言っているのか分からな
い。

②情報提供・意思表示の受領
利用できる人の障がい区分が限ら
れていて、利用できないことが多
い。

③商品の販売・サービスの提供
市役所の担当課の説明がよく分か
らなかった。

待つことが苦手で、待ち時間があ
るのは大変。

④医療の提供
発達障がい者に配慮のない言葉遣
いや態度の医師が多く、帰りの車
中でパニックになった時もある。

⑤教育の提供

①高校を決めるときに、思ったよ
うに情報がとれなくて苦労した。
②中学２年生の秋まで嫌がらせを
受けた。

養護学校で、障がい特性の合わな
い生徒が一緒だったため、途中退
学を余儀なくされた。

⑥労働及び雇用の促進

①作業所で最初に言われた最低賃
金が支払われなかった。
②就労支援員がいると進められて
面談を受けるも、内容は作業所に
行けの一点張りであった。

⑦福祉サービスの提供
自閉症ということで幼稚園の入園
を断られた。

⑧不動産の取引
契約書を書くのに何回も書き直さ
せられた。

⑨地域・家族関係
夫が「きちがい」などの差別用語
を使う。

家族でさえ、高次脳機能障がいの
ことを理解できないことがある。

⑩その他の事項

親が寝たきり状態になったら、お
金の貯えもなく、施設や市がどの
ように助けてくれるのか、不安・
心配がある。

不登校だったため、履歴書を見た
だけで不採用となった。

差別の具体的な事例・当事者の思い

※1 山梨県が取りまとめたアンケート調査結果（平成26年11月）より抜粋

※2 主な意見として掲載されたものから抜粋したため、障がい類型によっては、差別事例等が掲載されていない場合がある。
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○障がい者差別に関する事例調査の参考例（山梨県）

差別の具体的な事例・当事者の思い

難病・特定疾患

①公共施設・公共交通機関

トイレや点字ブロックなどの詳
細部分について、障害者の声を
反映せずに設計や建設され、新
設・改修された後に不便を感じ
る。

②情報提供・意思表示の受領

難病の影響で暑い部屋にいるの
はよくないため、冷房をお願い
したが、省エネを理由に断られ
た。

③商品の販売・サービスの提供

④医療の提供
主治医に薬のことなどで意見を
聞いてもられず、イヤな思いを
したことがある。

⑤教育の提供
トイレに和式が多く、使用しに
くい。

⑥労働及び雇用の促進
面接時に病気のことを話すと、
就職までたどり着けない。

⑦福祉サービスの提供
ヘルパーの中には「上から目
線」でヘルプをしている人がい
る。

⑧不動産の取引

⑨地域・家族関係
見た目で病気と分からないの
で、仕事をしていない暇な人だ
とよく言われる。

⑩その他の事項

※1 山梨県が取りまとめたアンケート調査結果（平成26年11月）より抜粋

※2 主な意見として掲載されたものから抜粋したため、障がい類型によっては、差別事例等が掲載されていない場合がある。
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